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○ 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について（平成１２年３月１７日老企第４４号 厚生省老人保健福祉局企画課長
通知）

（変更点は下線部）

改 正 前 改 正 後

〔目次〕 〔目次〕

（略） （略）

第一 （略） 第一 （略）

第二 人員に関する基準（基準省令第二条） 第二 人員に関する基準（基準省令第二条）

１～４ （略） １～４ （略）

５ 理学療法士又は作業療法士 ５ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

理学療法士又は作業療法士は、介護老人保健施設の入所者に対す 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下「理学療法士等」

るサービスの提供時間帯以外の時間において指定訪問リハビリテー という。）は、介護老人保健施設の入所者に対するサービスの提供

ションのサービスの提供に当たることは差し支えないものである。 時間帯以外の時間において指定訪問リハビリテーションのサービス

ただし、介護老人保健施設の理学療法士又は作業療法士の常勤換 の提供に当たることは差し支えないものである。

算方法における勤務延時間数に、指定訪問リハビリテーションに従 ただし、介護老人保健施設の理学療法士等の常勤換算方法におけ

事した勤務時間は含まれないこと。 る勤務延時間数に、指定訪問リハビリテーションに従事した勤務時

サテライト型小規模介護老人保健施設等については、サテライト 間は含まれないこと。

型小規模介護老人保健施設と一体として運営される本体施設（介護 サテライト型小規模介護老人保健施設等については、サテライト

老人保健施設に限る。）又は医療機関併設型小規模介護老人保健施 型小規模介護老人保健施設と一体として運営される本体施設（介護

設の併設医療機関に配置されている理学療法士又は作業療法士によ 老人保健施設に限る。）又は医療機関併設型小規模介護老人保健施

るサービス提供が、当該本体施設又は併設医療機関及びサテライト 設の併設医療機関に配置されている理学療法士等によるサービス提

型小規模介護老人保健施設等の入所者に適切に行われると認められ 供が、当該本体施設又は併設医療機関及びサテライト型小規模介護

るときは、これを置かないことができる。 老人保健施設等の入所者に適切に行われると認められるときは、こ

れを置かないことができる。

６～９（略） ６～９（略）

第三 施設及び設備に関する基準 第三 施設及び設備に関する基準

１ （略） １ （略）

２ 施設に関する基準 ２ 施設に関する基準

⑴ 施設に関する基準 ⑴ 施設に関する基準

①・② （略） ①・② （略）

③ 基準省令第三条第三項は、同条第一項各号に定める各施設が ③ 基準省令第三条第三項は、同条第一項各号に定める各施設が

当該介護老人保健施設の用に専ら供するものでなければならな 当該介護老人保健施設の用に専ら供するものでなければならな
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いこととしたものであるが、介護老人保健施設と病院、診療所 いこととしたものであるが、介護老人保健施設と病院、診療所

（医療機関併設型小規模介護老人保健施設を除く。）又は指定 （医療機関併設型小規模介護老人保健施設を除く。）又は指定

介護老人福祉施設等の社会福祉施設（以下「病院等」という。） 介護老人福祉施設等の社会福祉施設等（以下「病院等」という。）

とが併設される場合（同一敷地内にある場合、又は公道をはさ とが併設される場合（同一敷地内にある場合、又は公道をはさ

んで隣接している場合をいう。以下同じ。）に限り、次に掲げ んで隣接している場合をいう。以下同じ。）に限り、次に掲げ

るところにより、同条第三項ただし書が適用されるものである るところにより、同条第三項ただし書が適用されるものである

ので、併設施設（介護老人保健施設に併設される病院等をいう。 ので、併設施設（介護老人保健施設に併設される病院等をいう。

以下同じ。）と施設を共用する場合の運用に当たっては留意す 以下同じ。）と施設を共用する場合の運用に当たっては留意す

ること。 ること。

イ 次に掲げる施設については、併設施設との共用は認められ イ 次に掲げる施設については、併設施設との共用は認められ

ないものであること。 ないものであること。

ａ 療養室 ａ 療養室

ｂ 診察室 ｂ 診察室

ロ～ハ （略） ロ～ハ （略）

④ （略） ④ （略）

⑵～⑶ （略） ⑵～⑶ （略）

３ （略） ３ （略）

４ 経過措置 ４ 経過措置

⑴～⑸ （略） ⑴～⑸ （略）

⑹ 一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有す ⑹ 一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有す

る病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、 る病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、

当該病院の一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病 当該病院の一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病

棟又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成二十四年三 棟又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成三十年三月

月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する 三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場

場合における当該転換に係る療養室の床面積は、次に掲げる区分 合における当該転換に係る療養室の床面積は、次に掲げる区分に

に応じた基準によるものとする（基準省令附則第十三条）。 応じた基準によるものとする（基準省令附則第十三条）。

① 転換に係る療養室が平成十八年七月一日以後に新築、増築又 ① 転換に係る療養室が平成十八年七月一日以後に新築、増築又

は全面的な改築の工事に着工された場合 は全面的な改築の工事に着工された場合

平成二十四年三月三十一日までの間は、入所者一人当たり六・ 平成三十年三月三十一日までの間は、入所者一人当たり六・四

四平方メートル以上であること。 平方メートル以上であること。

② 転換に係る療養室が平成十八年七月一日以後に新築、増築又 ② 転換に係る療養室が平成十八年七月一日以後に新築、増築又

は全面的な改築の工事に着工されていない場合 入所者一人当 は全面的な改築の工事に着工されていない場合 入所者一人当

たり六・四平方メートル以上であること。 たり六・四平方メートル以上であること。

なお、平成二十四年四月一日以降、当該基準に該当する施設

であって、本則の基準である一人当たり八平方メートル以上で
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あることを満たしていないものについては、本則の基準を満た

している施設との均衡に配慮した介護報酬上の評価を行うこと

とする。ただし、療養室が談話室に近接して設けられているも

のについては、本則の基準から、当該談話室の面積を当該談話

室に近接する療養室の定員数で除した面積を減じた面積以上を

満たす場合は、この限りでない。

⑺ 一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有す ⑺ 一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有す

る病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、 る病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、

当該病院の一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病 当該病院の一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病

棟又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成二十四年三 棟又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成三十年三月

月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する 三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場

場合における当該転換に係る診察室については、当該介護老人保 合における当該転換に係る診察室については、当該介護老人保健

健施設の入所者及び併設される病院又は診療所の入院患者の処遇 施設の入所者及び併設される病院又は診療所の入院患者の処遇が

が適切に行われると認められるときは、当該病院又は診療所の施 適切に行われると認められるときは、当該病院又は診療所の施設

設を利用することで足り、当該介護老人保健施設は有しなくても を利用することで足り、当該介護老人保健施設は有しなくてもよ

よいこととした（基準省令附則第十四条）。 いこととした（基準省令附則第十四条）。

⑻ 一般病床、療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟を有する病 ⑻ 一般病床、療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟を有する病

院の開設者が、当該病院の一般病床、療養病床若しくは老人性認 院の開設者が、当該病院の一般病床、療養病床若しくは老人性認

知症疾患療養病棟を平成二十四年三月三十一日までの間に転換を 知症疾患療養病棟を平成三十年三月三十一日までの間に転換を行

行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る機

機能訓練室の面積は、四十平方メートル以上であればよいことと 能訓練室の面積は、四十平方メートル以上であればよいこととし

した。なお、当該転換を行って開設する介護老人保健施設がサテ た。なお、当該転換を行って開設する介護老人保健施設がサテラ

ライト型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、機能訓練室 イト型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、機能訓練室は、

は、本体施設における機能訓練室を利用すれば足りることとした 本体施設における機能訓練室を利用すれば足りることとした（基

（基準省令附則第十五条第一項）。 準省令附則第十五条第一項）。

一般病床、療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟を有する病 一般病床、療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟を有する病

院の開設者が、当該病院の一般病床、療養病床若しくは老人性認 院の開設者が、当該病院の一般病床、療養病床若しくは老人性認

知症疾患療養病棟を平成二十四年三月三十一日までの間に転換を 知症疾患療養病棟を平成三十年三月三十一日までの間に転換を行

行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る食

食堂の面積は、入所者一人当たり一平方メートル以上であればよ 堂の面積は、入所者一人当たり一平方メートル以上であればよい

いこととした（基準省令附則第十五条第二項）。 こととした（基準省令附則第十五条第二項）。

⑼ 一般病床又は療養病床を有する診療所の開設者が、当該診療所 ⑼ 一般病床又は療養病床を有する診療所の開設者が、当該診療所

の一般病床又は療養病床を平成二十四年三月三十一日までの間に の一般病床又は療養病床を平成三十年三月三十一日までの間に転

転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換 換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に

に係る機能訓練室及び食堂の面積は、次の①又は②に掲げるいず 係る機能訓練室及び食堂の面積は、次の①又は②に掲げるいずれ
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れかに適合するものであればよいこととした（基準省令附則第十 かに適合するものであればよいこととした（基準省令附則第十六

六条）。 条）。

①・② （略） ①・②（略）

⑽ 一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有す ⑽ 一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有す

る病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、 る病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、

当該病院の一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病 当該病院の一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病

棟又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成二十四年三 棟又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成三十年三月

月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する 三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場

場合における当該転換に係る建物の耐火構造については、基準省 合における当該転換に係る建物の耐火構造については、基準省令

令第四条第一項第一号の規定は適用せず、建築基準法の基準によ 第四条第一項第一号の規定は適用せず、建築基準法の基準による

るものでよいこととした（基準省令附則第十七条）。 ものでよいこととした（基準省令附則第十七条）。

⑾ 一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有す ⑾ 一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有す

る病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、 る病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、

当該病院の一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病 当該病院の一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病

棟又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成二十四年三 棟又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成三十年三月

月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する 三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場

場合における当該転換に係る屋内の直通階段及びエレベーターに 合における当該転換に係る屋内の直通階段及びエレベーターにつ

ついては、転換前の医療法による基準と同等のものでよいことと いては、転換前の医療法による基準と同等のものでよいこととし

した（基準省令附則第十八条）。 た（基準省令附則第十八条）。

⑿ （略） ⑿ （略）

第四・第五 （略） 第四・第五 （略）


